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１．概要

 本資料は、加工施設の技術基準に関する規則「第 11 条 火災等による損

傷の防止」及び「第 29 条 火災等による損傷の防止」に関して、基本設

計方針に記載する事項、添付書類に記載すべき事項、補足説明すべき事

項について整理した結果を示すものである。

 整理にあたっては、「共通０６：本文（基本設計方針、仕様表等）、添付

書類（計算書、説明書）、添付図面で記載すべき事項」及び「共通０７：

添付書類等を踏まえた補足説明すべき項目の明確化」を踏まえて実施し

た。

２．本資料の構成

 「共通０６：本文（基本設計方針、仕様表等）、添付書類（計算書、説明

書）、添付図面で記載すべき事項」及び「共通０７：添付書類等を踏まえ

た補足説明すべき項目の明確化」を踏まえて本資料において整理結果を

別紙として示し、別紙を以下の通り構成する。

 別紙１：基本設計方針の許可整合性、発電炉との比較

事業変更許可 本文、添付書類の記載をもとに設定した基本設計

方針と発電炉の基本設計方針を比較し、記載程度の適正化等を図

る。

 別紙２：基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の

展開

基本設計方針の項目ごとに要求種別、対象設備、添付書類等への

展開事項の分類、第 1 回申請の対象、第２回以降の申請書ごとの

対象設備を展開する。

 別紙３：基本設計方針の添付書類への展開

基本設計方針の項目に対して、展開事項の分類をもとに、添付書

類単位で記載すべき事項を展開する。

 別紙４：添付書類の発電炉との比較

添付書類の記載内容に対して項目単位でその記載程度を発電炉

と比較し、記載すべき事項の抜けや論点として扱うべき差がない

かを確認する。なお、規則の名称、添付書類の名称など差がある

ことが明らかな項目は比較対象としない（概要などは比較対象

外）。

 別紙５：補足すべき項目の抽出

基本設計方針を起点として、添付書類での記載事項に対して補足

が必要な事項を展開する。発電炉の補足説明資料の実績との比較

を行い、添付書類等から展開した補足説明資料の項目に追加すべ

きものを抽出する。

 別紙６：変更前記載事項の既設工認等との紐づけ

基本設計方針の変更前の記載事項に対し、既認可等との紐づけを

示す。
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別紙 

：商業機密の観点から公開できない箇所
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別紙１ 

基本設計方針の許可整合性、発電炉

との比較 
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別紙１① 

基本設計方針の許可整合性、発電炉との比較 第十一条、二十九条 （火災等による損傷の防止）（7 / 121）

技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類五 発電炉設工認 基本設計方針 備考 
上記(ⅲ)で示す対策◇2  

(ⅳ)-２ 事業許可基準規則第二十三条に基

づく火災及び爆発の発生防止，火災の早期

感知及び消火の対策，並びに重大事故等対

処施設の火災及び爆発により安重機能を有

する機器等及び放射性物質貯蔵等の機器等

並びに重大事故等対処施設の安全性が損な

われないための火災防護対策◇2  

可搬型重大事故等対処設備，その他 MOX 燃

料加工施設については，設備等に応じた火

災防護対策◇2  

(ⅳ)-３ 森林火災，近隣の工場，石油コン

ビナート等特別防災区域，危険物貯蔵所及

び高圧ガス貯蔵施設（以下「近隣の産業施

設」という。）の爆発，MOX 燃料加工施設敷

地内に存在する危険物貯蔵施設の火災から

安全機能を有する施設を防護する対策◇2  

ただし，原子力災害に至る火災発生時の対

処，原子力災害と同時に発生する火災発生

時の対処，大規模な自然災害又は故意によ

る大型航空機の衝突その他テロリズムによ

る MOX 燃料加工施設の大規模な損壊（以下

「大規模損壊」という。）に伴う大規模な

火災が発生した場合の対処は，別途定める

文書に基づき対応する。◇3  

なお，上記に示す以外の構築物，系統及び

機器は，消防法及び建築基準法に基づく火

災防護対策を実施する。◇2  

(ⅳ)-４ 火災防護計画は，火災及び爆発の

発生防止，火災の感知及び消火並びに火災

及び爆発の影響軽減のそれぞれを考慮し，

火災防護関係法令・規程類等，火災発生時

における対応手順，可燃性物質及び火気作

業に係る運営管理に関する教育・訓練を定

期的に実施することを定める。◇2  

(ⅳ)-５ 火災防護計画は，その計画におい

て定める火災防護計画全般に係る定期的な

評価及びそれに基づき継続的な改善を図っ

ていくことを定め，火災防護審査基準への

適合性を確認することを定める。◇3  

(ⅳ)-６ 火災防護計画は，再処理事業所

MOX燃料加工施設の「原子炉等規制法」第22

条第 1項の規定に基づく再処理事業所 MOX燃

料加工施設保安規定（以下「保安規定」と

いう。）に基づく文書として制定する。◇3  

(ⅳ)-７ 火災防護計画の具体的な遂行のル

ール，具体的な判断基準等を記載した文

書，業務処理手順，方法等を記載した文書

の文書体系を定めるとともに，持込み可燃

性物質管理や火気作業管理，火災防護に必

要な設備の保守管理，教育訓練等に必要な

要領については，各関連文書に必要事項を

定めることで，火災防護対策を適切に実施

する。◇3  
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別紙１① 

基本設計方針の許可整合性、発電炉との比較 第十一条、二十九条 （火災等による損傷の防止）（27 / 121） 

 

技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類五 発電炉設工認 基本設計方針 備考 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

焼結炉は，出入口に入口真空置換室及

び出口真空置換室を設け，容器を出し入

れする際に置換室を水素・アルゴン混合

ガス雰囲気に置換し，焼結炉内にグロー

ブボックス雰囲気が混入することを防止

する設計とする。 

DB②-18,SA②-26 

 

焼結時の焼結炉内への空気の混入を監視

するため酸素濃度計を設置し，空気の混

入が検出された場合にはヒータ電源を自

動で遮断し不活性のアルゴンガスで掃気

するとともに，中央監視室及び制御第1室

に警報を発する設計とする。 

DB②-18,SA②-26 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

小規模焼結処理装置は，容器を炉内へ装

荷し，炉蓋を閉じた後，炉内雰囲気を水

素・アルゴン混合ガス雰囲気に置換する

設計とする。 

DB②-19,SA②-27 

また，焼結時は炉内へ空気が混入する

ことを防止する設計とする。 

DB②-19,SA②-27 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ⅴ) 空気の混入防止対策 

焼結炉等，水素・アルゴン混合ガスを使用

する機器の接続部は，溶接構造又はフラン

ジ構造により空気が混入することを防止す

る設計とする。 

SA②-26 

また，水素・アルゴン混合ガスを受け入れ

る配管には，逆止弁を設置し，配管が破断

した場合に空気が焼結炉等内に混入するこ

とを防止する設計とする。 

SA②-26 

 

 

(ⅴ)-１ 焼結炉 

焼結炉の出入口に入口真空置換室及び出口

真空置換室を設け，容器を出し入れする際

に置換室の雰囲気を置換し，焼結炉内にグ

ローブボックス雰囲気が混入することを防

止する設計とする。 

DB②-18 

 

焼結時の焼結炉内への空気の混入を監視す

るため酸素濃度計を設置し，空気の混入が

検出された場合にはヒータ電源を自動で遮

断し不活性のアルゴンガスで掃気するとと

もに，中央監視室及び制御第１室に警報を

発する設計とする。 

DB②-18 

 

(ⅴ)-１ 焼結炉 

焼結炉の出入口に入口真空置換室及び出口

真空置換室を設け，容器を出し入れする際

に置換室の雰囲気を置換し，焼結炉内にグ

ローブボックス雰囲気が混入することを防

止する設計とする。 

SA②-26 

 

焼結時の焼結炉内への空気の混入を監視す

るため酸素濃度計を設置し，空気の混入が

検出された場合にはヒータ電源を自動で遮

断し不活性のアルゴンガスで掃気するとと

もに，中央監視室及び制御第１室に警報を

発する設計とする。 

SA②-26 

 

(ⅴ)-２ 小規模焼結処理装置 

小規模焼結処理装置は，容器を炉内へ装荷

し，炉蓋を閉じた後，炉内雰囲気を水素・

アルゴン混合ガス雰囲気に置換する設計と

する。 

DB②-19 

また，焼結時は炉内へ空気が混入すること

を防止する設計とする。 

DB②-19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SA②-26(P26 へ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SA②-27 

(P28 から) 
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技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類五 発電炉設工認 基本設計方針 備考 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

焼結時の小規模焼結処理装置内への空気

の混入を監視するため酸素濃度計を設置

し，空気の混入が検出された場合にはヒ

ータ電源を自動で遮断し不活性のアルゴ

ンガスで掃気するとともに，中央監視室

等に警報を発する設計とする。 

DB②-19,SA②-27 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

火災及び爆発の発生防止のため，電気系

統は，機器の損壊，故障及びその他の異

常を検知した場合には，遮断器により故

障箇所を隔離することにより，故障の影

響を局所化するとともに，他の安全機能

への影響を限定できる設計とする。 

DB⓪-4,DB②-20,SA⓪-4,SA②-28 

 

 

 

 

 

 

 

電気室は，電源供給のみに使用する設計

とする。 

DB⑧-7,SA⑦-7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

焼結時の小規模焼結処理装置内への空気の

混入を監視するため酸素濃度計を設置し，

空気の混入が検出された場合にはヒータ電

源を自動で遮断し不活性のアルゴンガスで

掃気するとともに，中央監視室等に警報を

発する設計とする。 

DB②-18,19 

 

(ⅴ)-２ 小規模焼結処理装置 

小規模焼結処理装置は，容器を炉内へ装荷

し，炉蓋を閉じた後，炉内雰囲気を水素・

アルゴン混合ガス雰囲気に置換する設計と

する。 

SA②-27 

また，焼結時は炉内へ空気が混入すること

を防止する設計とする。 

SA②-27 

焼結時の小規模焼結処理装置内への空気の

混入を監視するため酸素濃度計を設置し，

空気の混入が検出された場合にはヒータ電

源を自動で遮断し不活性のアルゴンガスで

掃気するとともに，中央監視室等に警報を

発する設計とする。 

SA②-27 

 

(ⅵ) 過電流による過熱防止対策 

MOX 燃料加工施設内の電気系統に対する過

電流による過熱及び焼損の防止対策とし

て，◇1 電気系統は，機器の損壊，故障及び

その他の異常を検知した場合には，遮断器

により故障箇所を隔離することにより，故

障の影響を局所化できるとともに，他の安

全機能への影響を限定できる設計とする。 

DB②-20 

(ⅵ) 過電流による過熱防止対策 

「イ．(ロ)(４)①ａ．(ｂ)ⅱ．(ⅵ) 過電

流による過熱防止対策」の基本方針を適用

する。 

SA②-28  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

火災の発生防止のため，発電用原子炉

施設内の電気系統は，保護継電器及び遮

断器によって故障回路を早期に遮断し，

過電流による過熱及び焼損を防止する設

計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

電気室は，電源供給のみに使用する設

計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SA②-27(P27 へ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DB⓪-4 

(P14 から) 

SA⓪-4 

(P14 から) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DB⑧-7 

(P47 から) 

SA⑦-7 

(P47 から) 
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災区画並びにグローブボックス内における

火災発生時の対応においては，以下の手順

を整備し，操作を行う。◇3  

(ⅰ) 火災感知器が作動した場合は，火災

区域又は火災区画からの退避警報及び窒素

消火装置，二酸化炭素消火装置又はグロー

ブボックス消火装置の作動状況を中央監視

室で確認する。◇3  

(ⅱ) 窒素消火装置，二酸化炭素消火装置

又はグローブボックス消火装置の作動後

は，消火状況の確認，運転状況の確認等を

行う。◇3  

ⅲ．消火設備のうち，窒素消火装置又は二

酸化炭素消火装置を設置する火災区域又は

火災区画に運転員が在室する場合は，装置

を手動操作に切り替える運用とするととも

に，以下の手順をあらかじめ整備し，的確

に操作を行う。◇3  

(ⅰ) 火災感知器が作動し，現場で火災を

確認した場合は，消火活動を行う。◇3  

(ⅱ) 消火活動が困難な場合は，運転員の

退避を確認後，窒素消火装置又は二酸化炭

素消火装置を手動操作により起動させ，消

火装置の動作状況，消火状況の確認及び運

転状況の確認を行う。◇3  

ⅳ．中央監視室における火災及び爆発発生

時の対応においては，火災感知器及び高感

度煙感知器により火災を感知し，火災を確

認した場合は，常駐する運転員により制御

盤内では二酸化炭素消火器，それ以外では

粉末消火器を用いた消火活動，運転状況の

確認等を行う。◇3  

ⅴ．水素ガス漏えい検知器を設置する火災

区域又は火災区画における水素濃度上昇時

の対応として，換気設備の運転状態の確認

を実施する手順を整備する。◇3  

ⅵ．火災感知設備の故障その他の異常によ

り監視ができない状況となった場合は，現

場確認を行い，火災の有無を確認する。◇3  

ⅶ．消火活動においては，あらかじめ手順

を整備し，火災発生現場の確認，通報連絡

及び消火活動を実施するとともに消火状況

の確認及び運転状況の確認を行う。◇3  

ⅷ．可燃物の持込み状況，防火扉の状態，

火災及び爆発の原因となり得る加熱及び引

火性液体の漏えい等を監視するための監視

手順を定め，防火監視を実施する。◇3  

ⅸ．火災及び爆発の発生の可能性を低減す

るために，MOX 燃料加工施設における試験，

検査，保守又は修理で使用する資機材のう

ち可燃性物質に対する持込みと保管に係る

手順をあらかじめ整備し，的確に実施す

る。◇3  

ⅹ．MOX 燃料加工施設において可燃性又は
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別紙１① 

基本設計方針の許可整合性、発電炉との比較 第十一条、二十九条 （火災等による損傷の防止）（52 / 121） 

 

技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類五 発電炉設工認 基本設計方針 備考 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

難燃性の雑固体を一時的に集積・保管する

必要がある場合，火災及び爆発の発生並び

に延焼を防止するため，金属製の容器へ収

納又は不燃性材料による養生及び保管に係

る手順をあらかじめ整備し，的確に実施す

る。◇3  

ⅺ．火災及び爆発の発生を防止するため

に，MOX 燃料加工施設における火気作業に対

する以下の手順をあらかじめ整備し，的確

に実施する。◇3  

(ⅰ) 火気作業前の計画策定 

(ⅱ) 火気作業時の養生，消火器の配備及

び監視人の配置 

(ⅲ) 火気作業後の確認事項（残り火の確

認等） 

(ⅳ) 安全上重要と判断された区域におけ

る火気作業の管理 

(ⅴ) 火気作業養生材に関する事項（不燃

シートの使用等） 

(ⅵ) 仮設ケーブル（電工ドラム含む）の

使用制限 

(ⅶ) 火気作業に関する教育 

ⅻ．火災及び爆発の発生を防止するため

に，化学薬品の取扱い及び保管に係る手順

をあらかじめ整備し，的確に実施する。◇3  

xⅲ．火災防護に必要な設備は，機能を維

持するため，適切な保守管理及び点検を実

施するとともに，必要に応じ修理を行う。

◇3  

xⅳ．火災時の消火活動に必要となる防火

服，空気呼吸器の資機材の点検及び配備に

係る手順をあらかじめ整備し，的確に実施

する。◇3  

xⅴ．火災時の消火活動のため，大型化学

高所放水車，消防ポンプ付水槽車及び化学

粉末消防車を配備する。◇3  

xⅵ．火災区域及び火災区画の変更並びに

設備改造及び増設を行う場合は，内部火災

影響評価への影響を確認し，評価結果に影

響がある場合は，MOX 燃料加工施設内の火災

及び爆発によっても，安全上重要な施設の

安全機能が喪失しないよう設計変更及び管

理を行う。◇3  

xⅶ．火災区域又は火災区画の隔壁等の設

計変更に当たっては，MOX 燃料加工施設内の

火災及び爆発によっても，火災防護上の系

統分離対策を講じるグローブボックス排風

機及びその支援機能である非常用発電機の

作動が要求される場合には，火災及び爆発

による影響を考慮しても，多重化された双

方が同時に機能を失うことなく，MOX 燃料加

工施設の安全機能が確保できることを火災

影響評価により確認する。◇3  

xⅷ．運転員に対して，MOX 燃料加工施設
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